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第２章  組  織 
 

 

 

第１節    役    員 

 

 

第３条〔役 員〕 

本協会には、次の役員を置く。 

(1) 理事：日本国籍を有するＦＩＦＡ理事を含む１８名以上２７名以内 

（うち会長１名、副会長２名から５名、専務理事１名とする） 

(2) 監事：２名または３名（いずれも、本協会の理事もしくは職員または本協会の委

員会その他の機関の構成員を兼ねることができない） 

 

第４条〔地域を代表する理事〕 

前条の理事中には、都道府県サッカー協会の推薦による者９名（本規程第４９条〔定

義〕第３号に定める９地域ごとに各１名とする）が含まれていなければならない。 

 

第５条〔役付理事の選任〕 

① 理事および監事は、評議員会で選任する。 

② 理事の互選により会長、副会長および専務理事を選任する。 

③ 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の３分の

１を超えてはならない。 

④ 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。 

 

第６条〔特任理事〕 

①  本協会の運営を円滑に行うため、理事会の承認を得て、特別な任務を有する特任理

事（以下「特任理事」という）若干名を置くことができる。 

②  特任理事は、理事会に出席し、意見を述べ、質疑に応じることができる。ただし、

議決権は有しない。 

 

第７条〔理事の職務〕 

①  会長は、本協会の業務を総理し、本協会を代表する。 

②  会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順

序により副会長がその職務を代理し、またはその職務を行う。 

③  専務理事は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。 

④  理事は、理事会を組織して、この基本規程に定めるもののほか、この法人の業務に

関する事項を議決し、執行する。 

 

第８条〔監事の職務〕 

監事は、本協会の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。 

(1)  本協会の財産の状況を監査すること 

(2)  理事の業務執行の状況を監査すること 

(3)  財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理

事会、評議員会または文部科学大臣に報告すること 

(4)  前号の報告をするため必要があるときは、理事会または評議員会を招集するこ
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と 

 

第９条〔役員の任期および定年制〕 

①  役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

②  補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間と

する。 

③  役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わ

なければならない。 

④  役員は、その就任時に、会長および副会長は満７０歳未満、その他の役員は満６５

歳未満でなければならない。ただし、ＦＩＦＡ理事においてはこの限りではない。ま

た、特任理事は、その就任時に満６５歳以上であっても、１任期（特に必要と認めら

れる場合は、２任期）に限り就任が認められる。 

 

第１０条〔役員の解任〕 

役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会および評議員会において、理事現

在数および評議員現在数各々の４分の３以上の議決により解任することができる。 

(1)  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき 

(2)  職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められると

き 

 

第１１条〔役員の報酬〕 

①  役員は、有給とすることができる。 

②  役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。 

 

第１２条〔名誉総裁等〕 

①  本協会に名誉総裁を置くことができる。 

②  本協会に名誉会長、名誉副会長および名誉役員（顧問および参与）を置くことがで

きる。 

尚、「顧問」については、最高顧問、顧問の２区分を総称して「顧問」と称する。   

③  名誉総裁、名誉会長、名誉副会長および名誉役員は、理事会の推薦に基づき、評議

員会の議決を経て、会長が委嘱する。 

④  名誉会長、名誉副会長および顧問は会長および理事会の諮問に応じ、参与は理事会

の諮問に応ずる。 

 

 

第２節  理  事  会 

 

 

第１３条〔構  成〕 

理事会は、第３条〔役員〕第１号の理事をもって構成する。 

 

第１４条〔理事会の開催〕 

理事会は、原則として毎月１回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、また

は理事現在数の３分の１以上から付議すべき事項を示して理事会の開催を請求された

ときは、その請求があった日から１５日以内に臨時理事会を開催しなければならない。 

 

第１５条〔理事会の招集・議長〕 

①  理事会は、会長が招集し、その議長となる。 
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②  理事会を招集するには、理事に対し、付議すべき事項ならびに日時および場所を示

して、開催の日の７日前までに書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急

の必要があるときは、各理事の同意を得て、この期間を短縮することができる。 

 

第１６条〔定足数等〕 

①  理事会は、理事現在数の３分の２以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決

することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示し

た者は、出席者とみなす。 

②  理事会の議事は、本規程に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

③  監事および各専門委員会の委員長は、理事会に出席して意見を述べることができる。 

 

第１７条〔理事の議決権〕 

①  各理事は、理事会における一議決権を有する。 

②  出席理事のみが議決権を行使することができ、議決権代理行使によるか又は書簡に

よる投票は認められないものとする。 

 

第１８条〔議事録〕 

理事会の議事については、議事録を作成し、議長および出席理事の代表２名以上が

署名押印の上、これを保存する。 

 

 

第３節    常務理事会             

 

 

第１９条〔常務理事会の構成・権限〕 

①  常務理事会は、会長、副会長、専務理事および、会長の指名により理事会で承認さ

れた若干名の理事（以下この理事を「常務理事」という）で構成する。 

なお、会長は案件ごとに、常務理事以外の理事または特任理事、その他の者を常務

理事会に出席させることができるものとするが、それらの者は議決権は有しない。 

②  理事会に付議すべき事項のうち、緊急の処理が求められる次の各号の案件について、

審議、決定する機関として、常務理事会を設置する。 

(1)  日本代表チ－ムに関する案件 

(2)  事業に関する案件 

(3)  ＦＩＦＡまたは外国サッカ－協会等に関する国際的案件 

(4)  前各号のほかに、会長および専務理事が常務理事会に付議すべきと判断した案件 

 

第２０条〔常務理事会の開催・定足数等〕 

① 常務理事会は、会長が招集して原則として毎月１ないし２回開催し、会長が議長と

なる。ただし、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した副会長がこれにあ

たる。 

② 常務理事会は常務理事会構成員の３分の２以上の者が出席しなければ、その議事を

開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思

を表示した者は、出席者とみなす。 

③ 常務理事会の議事は、出席常務理事会構成員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

④ 常務理事会の審議、決定事項は、直後に開催される理事会に報告し、必要な事項に

ついては承認を得るものとする。 
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第４節    評 議 員 会           

 

 

第２１条〔評議員の選任〕 

① 各都道府県サッカー協会は、各１名の評議員を選任し、当該評議員によって評議員

会が構成される。 

② 前項の都道府県サッカー協会が選任する評議員（各１名）は、原則として当該都道

府県サッカー協会会長、副会長または専務理事の職にあるものとする。 

③ 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の３

分の１を超えてはならない。 

④ 評議員は、役員を兼ねることはできない。 

⑤ 評議員には、第９条〔役員の任期および定年制〕および第１０条〔役員の解任〕の

規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」

と読み替えるものとする。 

 

第２２条〔評議員の職務〕 

① 評議員は、評議員会を組織し、本規程に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応

じ、会長に対し必要と認められる事項について助言する。 

② 次の各号に関する事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞

かなければならない。 

(1) 事業計画および収支予算 

(2) 事業報告および収支決算 

(3) 基本財産 

(4) 長期借入金 

(5) 新たな義務の負担および権利の放棄（ただし、第１号、第３号および前号に定

めるものを除く） 

(6) その他、業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

③ 理事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。 

 

第２３条〔評議員会の開催〕 

評議員会は、原則として毎年３月および６月に開催するほか、臨時に開催する。た

だし、会長が必要と認めた場合、または評議員現在数の３分の１以上から付議すべき

事項を示して評議員会の開催を請求されたときは、その請求があった日から１５日以

内に臨時評議員会を開催しなければならない。 

 

第２４条〔評議員会の招集・議長〕 

① 評議員会は、会長が招集し、評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。 

② 評議員会を招集するには、評議員に対し、付議すべき事項ならびに日時および場所

を示して、開催の日の７日前までに書面をもって通知しなければならない。ただし、

緊急の必要があるときは、各評議員の同意を得て、この期間を短縮することができる。 

 

第２５条〔定足数等〕 

① 評議員会は、評議員現在数の３分の２以上の者が出席しなければ、その議事を開き

議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表

示した者は、出席者とみなす。 

② 評議員会の議事は、本規程に別段の定めがある場合を除くほか、出席評議員の過半

数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

③ 監事および各専門委員会の委員長は、評議員会に出席して意見を述べることができ
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る。 

 

第２６条〔評議員の議決権〕 

①  各評議員は、評議員会における一議決権を有する。 

②  出席評議員のみが議決権を行使することができ、議決権代理行使によるか又は書簡

による投票は認められないものとする。 

 

第２７条〔議事録〕 

評議員会の議事については、議事録を作成し、議長および出席評議員の代表２名以

上が署名押印の上、これを保存する。 

 

 

第５節    裁定委員会 

 

 

第２８条〔裁定委員会の設置〕 

本規程およびこれに付随する諸規程（以下「本規程等」という）に対する違反行為

（競技および競技会に関するものを除く）について調査、審議および懲罰案の理事会

への提出ならびに本規程等に関連する紛争の和解あっせんを行うため、裁定委員会を

設置する。 

 

第２９条〔組織および委員〕 

① 裁定委員会は、委員長および若干名の委員をもって構成する。 

② 委員は、サッカーに関する経験と知識を有し、または学識経験を有する者で、公正

な判断をすることができるもののうちから、理事会の承認を経て会長が任命する。 

③ 委員は、本協会の理事、事務局職員および４７都道府県サッカー協会の役職員を兼

ねることができない。 

④ 委員は非常勤とする。 

 

第３０条〔委員の任期〕 

① 委員長および委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

② 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間と

する。 

③ 委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わ

なければならない。 

 

第３１条〔委員長・招集・議長〕 

① 委員長は委員が互選する。 

② 裁定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

③ 裁定委員会は、２名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、また議決をするこ

とができない。 

④ 裁定委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは委員長の

決するところによる。 

⑤ 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行す

る。 

 

第３２条〔所管事項〕 

① 本規程等に対する違反行為のうち、競技および競技会に関連する違反行為（本規程
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第１２章第３節）に対する懲罰については、規律・フェアプレー委員会の調査・審議

を経て、理事会が決定する。 

② 本規程等に対する違反行為のうち、ドーピング禁止に関する違反行為（本規程第１

４章）に対する懲罰については、日本ドーピング防止規律パネルが決定する。 

③ 本規程等に対する違反行為のうち、第１項および第２項を除く違反行為（本規程第

１２章第４節）に対する懲罰については、裁定委員会の調査および審議を経て、理事

会が決定する。ただし、Ｊリーグにおける違反行為に関してはＪリーグ規約の定める

ところによるものとする。 

④ 本協会に加盟または登録する団体（加盟チーム、地域サッカー協会、都道府県サッ

カー協会、各種の連盟および準加盟チーム）ならびに個人（選手、監督、コーチ、審

判および役職員その他の関係者）に関連する次の各号の紛争については、当事者の申

立に基づき裁定委員会が和解をあっせんするものとする。ただし、Ｊリーグにおける

紛争についてはＪリーグ規約の定めるところによるものとする。 

(1) 契約、所属および移籍に関する紛争 

(2) 本規程等に関する権利・義務に関わる紛争 

 

第３３条〔事務局〕 

裁定委員会の事務を処理させるため、裁定委員会に事務局を置く。 

 

第３４条〔裁定委員会規程〕 

裁定委員会の運営に関する事項は、本規程に定める事項を除き、理事会が制定する

『裁定委員会規程』の定めるところによる。 

 

 

第６節    専門委員会             

 

 

第３５条〔専門委員会の設置〕 

本協会の事業遂行のため、次の専門委員会を設置する。 

(1) 総務委員会 

(2) 競技会委員会 

(3) 規律・フェアプレー委員会 

(4) 審判委員会   

(5) 技術委員会 

(6) スポーツ医学委員会 

(7) 施設委員会 

(8) フットサル委員会 

(9) 財務委員会 

(10) 女子委員会 

(11) 国際委員会 

(12) 国際マッチメイク委員会 

(13) 広報委員会 

 

第３６条〔組織および委員〕 

① 各専門委員会は、それぞれ委員長および若干名の委員をもって構成する。 

② 各専門委員会の委員長および委員は、本協会役員、地域および都道府県サッカー協

会役員のほか、本協会の事業に関し、知識、経験および熱意を有する者のうちから、

理事会の承認を経て会長が委嘱する。 
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第３７条〔委員の任期〕 

① 各委員会の委員長および委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

② 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間と

する。 

③ 委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行

わなければならない。 

 

第３８条〔招集・議長〕 

① 各専門委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる。 

② 各専門委員会の招集は、各委員に対し会日の７日前までに通知しなければならない。

ただし、緊急の必要があるときはこの限りではない。 

 

第３９条〔所管事項〕 

① 各専門委員会の所管事項は、別表１のとおりとする。 

② 各専門委員会は、所管事項に関し、理事会の諮問に応じて答申を行い、または諮問

を待たずして意見を具申するほか、理事会の決定に従い、所管事項に関する事業を実

施する。 

③ ２つ以上の専門委員会の所管事項に該当する事項については、合同委員会を開催し、

または委員長間で協議したうえ、理事会に付議するものとする。 

 

第４０条〔委員長の権限〕 

① 各専門委員会の委員長は、次の権限を有する。 

(1) 理事会に出席し、その所管事項に関する報告または意見陳述を行うこと 

(2) 緊急を要するため、専門委員会に付議することが困難な事項に関し、自らの判

断に基づき決定すること 

② 各専門委員会の委員長は、前項第２号の決定を行った場合には、次の委員会におい

て、これを報告しなければならない。 

 

第４１条〔事務局との連携〕 

各専門委員会は、事業の実施に関してはあらかじめ本協会事務局と密接な連絡をと

り、事務の円滑な遂行を図らなければならない。 

 

第４２条〔部会および分科会〕 

① 各専門委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、部会を設置すること

ができる。 

② 各専門委員会は、部会の業務遂行のため、その専門委員会の委員および学識経験者

をもって構成する分科会を設置することができる。 

 

第４３条〔有給専門職〕 

① 各専門委員会に、有給専門職を置くことができる。 

② 有給専門職に関する事項は、理事会が定める。 

 

第４４条〔細則の制定〕 

各専門委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、細則を制定すること

ができる。 
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別 表 １ 〔専門委員会の所管事項〕 

 

(1) 総務委員会 

１．総務、企画、法律、栄典に関する事項 

２．他の委員会に属さない事項 

 

(2) 競技会委員会 

１．各種大会に関する事項と試合の監理 

２．ＦＩＦＡ、ＡＦＣおよび東アジアサッカー連盟（以下「ＥＡＦＦ」という）の各

種大会とＪリーグ等の国内大会の日程調整に関する事項 

 

(3) 規律・フェアプレー委員会 

１．競技および競技会に関連する違反行為に対する調査・審議および懲罰案の決定 

２．フェアプレ－に関する事項 

 

(4) 審判委員会 

１．競技規則の解釈、適用 

２．審判員の養成 

３．国際審判員に関する事項 

４．公式競技のための審判員の派遣に関する事項 

５．審判員の賞罰に関する事項 

６．審判インストラクターに関する事項 

 

(5) 技術委員会 

１．日本を代表するチームの監督候補者の推挙 

２．日本を代表するチームの編成案の作成 

３．日本を代表するチームの強化 

４．その他日本を代表するチームに関する事項 

５．選手の育成、強化に関する事項 

６．ユ－ス年代の普及に関する事項 

７．強化方針に基づく技術指導 

８．指導者の養成 

９．指導に関するビデオ、書籍等の認定、推薦 

10．その他技術指導に関する事項 

 

(6) スポーツ医学委員会 

１．選手の健康管理、傷害予防および救急処置に関する事項 

２．アンチ・ドーピングに関する事項 

３．日本を代表するチームの医事管理に関する事項 

４．指導者等に対する上記すべての教育および普及に関する事項 

５．本協会主催の試合および大会における医事管理に関する事項 

６．その他すべての医学および健康に関する事項 

 

(7) 施設委員会 

１．競技会の施設関係の指導 

２．施設および用具に関する規程基準の研究指導 

３．施設に関する情報の収集 

４．施設の増加、改善対策 
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５．ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）に関する事項 

 

(8) フットサル委員会 

１．フットサルに関する事項 

２．フットサルに関する大会および試合の監理 

３．ビーチサッカーに関する事項 

４．ビーチサッカーに関する大会および試合の監理 

 

(9) 財務委員会 

１．毎年度予算案および決算案の審議 

２．資金運用、借入等資金計画に関する検討 

３．長期財政計画の審議 

４．その他財務および経理に関する重要事項の審議 

 

(10) 女子委員会 

１．女子サッカーの強化・育成・普及に関する事項 

 

(11) 国際委員会 

１．ＦＩＦＡ、ＡＦＣおよびＥＡＦＦその他外国団体との交渉 

２．アジア協力に関する事項 

３．上記以外の国際関係 

 

(12) 国際マッチメイク委員会 

１．各年代日本代表チームマッチメイクに関する事項 

２．各年代日本代表チームに関係するＦＩＦＡ、ＡＦＣおよびＥＡＦＦ等公式大会に

関する事項 

３．日本を代表するクラブチームのＦＩＦＡ、ＡＦＣおよびＥＡＦＦ等公式大会に関

する事項 

４．上記以外の各年代日本代表チームに関する事項(Ｊリーグ､技術委員会､事業委員会

との調整を含む) 

 

(13) 広報委員会 

１．広報・宣伝に関する企画・立案 

２．その他広報・宣伝に関する事項 

 

 

第７節    事  務  局 

 

 

第４５条〔総 則〕 

① 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。 

② 事務局には有給の職員を置く。 

③ 職員の任免は会長が行う。 

 

第４６条〔職  制〕 ＜削 除＞ 

 

第４７条〔事務局の機構および業務〕 ＜削 除＞ 
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第４８条〔事務局に関する規程〕 

本規程に定めるもののほか、事務局の組織、運営および事務処理に関する事項は、

会長の定めるところによる。 

 

 

 


